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(57)【要約】
　乗物システムは、少なくとも１つの乗物移動体を含む
。少なくとも１つの乗物移動体は、乗物の乗客を受け入
れるように構成される。乗物システムは、乗物の乗客に
よって装着されるように構成された電子ゴーグルを含む
。電子ゴーグルは、カメラ及びディスプレイを含む。乗
物システムは、電子ゴーグルに通信可能に接続されたコ
ンピュータグラフィックス生成システムを含み、これは
、電子ゴーグルのカメラを介してキャプチャされた画像
データに基づいて現実世界環境のストリーミングメディ
アを生成して、現実世界環境のストリーミングメディア
上に重ね合わされる１又は複数の仮想拡張を生成して、
電子ゴーグルのディスプレイ上に表示するために、現実
世界環境のストリーミングメディアを１又は複数の重ね
合わされる仮想拡張と共に送信するように構成される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　乗物の乗客を受け入れるように構成された少なくとも１つの乗物移動体と、
　前記乗物の乗客によって装着されるように構成され、カメラ及びディスプレイを含む電
子ゴーグルと、
　前記電子ゴーグルに通信可能に接続されたコンピュータグラフィックス生成システムと
、を含む乗物システムであって、
　前記コンピュータグラフィックス生成システムは、
　前記電子ゴーグルの前記カメラによってキャプチャされた画像データに基づいて現実世
界環境のストリーミングメディアを生成し、
　前記現実世界環境の前記ストリーミングメディア上に重ね合わされる１又は複数の仮想
拡張を生成し、
　前記電子ゴーグルの前記ディスプレイ上に表示されることになる、前記１又は複数の重
ね合わされる仮想拡張と共に前記現実世界環境の前記ストリーミングメディアを送信する
ように構成される、
　乗物システム。
【請求項２】
　前記電子ゴーグルの前記ディスプレイは、第１のディスプレイ及び第２のディスプレイ
を含み、該第１のディスプレイは、前記乗物の乗客の第１の目に対して前記ストリーミン
グメディアを表示するように構成され、該第２のディスプレイは、前記乗物の乗客の第２
の目に対して前記ストリーミングメディアを表示するように構成される、請求項１に記載
の乗物システム。
【請求項３】
　前記第１のディスプレイ及び前記第２のディスプレイの各々は、不透明な液晶ディスプ
レイ（ＬＣＤ）又は不透明な有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレイを含む、請求
項２に記載の乗物システム。
【請求項４】
　前記電子ゴーグルは、付加的なカメラを備え、前記カメラは、前記乗物の乗客の第１の
目に対応する第１の視点をキャプチャするように構成され、該付加的なカメラは、前記乗
物の乗客の第２の目に対応する第２の視点をキャプチャするように構成される、請求項１
に記載の乗物システム。
【請求項５】
　前記コンピュータグラフィックス生成システムは、乗車サイクル中に、前記少なくとも
１つの乗物移動体が所定の場所まで移動する場合、所定の距離を移動する場合、所定の時
間の経過後、又はこれらのいずれかの組合せで、前記１又は複数の仮想拡張を生成するよ
うに構成される、請求項１に記載の乗物システム。
【請求項６】
　トラックを含むジェットコースターを備え、前記コンピュータグラフィックス生成シス
テムは、前記少なくとも１つの乗物移動体が該トラックに沿って前記所定の場所まで移動
する場合、該トラックに沿って前記所定の距離を移動する場合、前記所定の時間の経過後
、又はこれらのいずれかの組合せで、前記１又は複数の仮想拡張を生成するように構成さ
れる、請求項５に記載の乗物システム。
【請求項７】
　前記コンピュータグラフィックス生成システムは、前記電子ゴーグルの方向、前記乗物
の乗客の位置、前記乗物の乗客の視点、又はこれらの組合せに基づいて、前記現実世界環
境の前記ストリーミングメディアを生成するように構成される、請求項１に記載の乗物シ
ステム。
【請求項８】
　前記電子ゴーグルの前記方向を検出するために、前記電子ゴーグル内に位置決めセンサ
を備える、請求項７に記載の乗物システム。
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【請求項９】
　前記電子ゴーグルの前記方向を判断するために、前記電子ゴーグルの物理的属性をモニ
タするように構成されたモニタリングシステムを備える、請求項７に記載の乗物システム
。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの乗物移動体内の前記乗物の乗客の前記位置を検出するように構成
されたセンサを備える、請求項７に記載の乗物システム。
【請求項１１】
　前記乗物の乗客の前記視点を判断するための機能として、前記乗物の乗客をモニタする
ように構成された１又は複数の位置センサを前記少なくとも１つの乗物移動体内又は前記
電子ゴーグル内に備える、請求項７に記載の乗物システム。
【請求項１２】
　前記コンピュータグラフィックス生成システムは、毎秒約３０フレーム（ＦＰＳ）以上
のレートで、前記現実世界環境の前記ストリーミングメディア及び前記１又は複数の重ね
合わされる仮想拡張を前記ディスプレイにレンダリングするように構成される、請求項１
に記載の乗物システム。
【請求項１３】
　前記コンピュータグラフィックス生成システムは、
　前記現実世界環境に関連するライティング、コントラスト、明るさ、又はこれらの組合
せの指標を受信して、
　前記現実世界環境の前記ライティング、前記コントラスト、前記明るさ、又は前記これ
らの組合せを反映するように調整された、前記現実世界環境の前記ストリーミングメディ
ア及び前記１又は複数の重ね合わされる仮想拡張を生成するように構成される、請求項１
に記載の乗物システム。
【請求項１４】
　前記コンピュータグラフィックス生成システムは、
　前記電子ゴーグルの１又は複数のセンサを介して前記乗物の乗客の位置及び方向の指標
を受信して、
　前記位置及び前記方向に少なくとも部分的に基づいて、前記現実世界環境の前記ストリ
ーミングメディア及び前記重ね合わされる仮想拡張を生成して、
　前記ストリーミングメディアを前記ディスプレイ上にレンダリングするように構成され
る、請求項１に記載の乗物システム。
【請求項１５】
　前記ディスプレイは、第１のディスプレイ及び第２のディスプレイを含み、前記コンピ
ュータグラフィックス生成システムは、
　前記電子ゴーグルの前記カメラ及び付加的なカメラによってそれぞれキャプチャされる
前記乗物の乗客の第１の視点及び第２の視点の指標を受信して、
　前記第１の視点及び前記第２の視点に少なくとも部分的に基づいて、前記現実世界環境
の前記ストリーミングメディア及び前記１又は複数の重ね合わされる仮想拡張を生成して
、
　前記ストリーミングメディアを、前記第１のディスプレイ及び前記第２のディスプレイ
の各々にそれぞれレンダリングするように構成され、
　前記第１のディスプレイ上にレンダリングされる前記ストリーミングメディアは、前記
第１の視点に対応し、前記第２のディスプレイ上にレンダリングされる前記ストリーミン
グメディアは前記第２の視点に対応する、請求項１に記載の乗物システム。
【請求項１６】
　ゴーグルを備えたウェアラブル電子デバイスであって、
　前記ゴーグルは、
　前記ゴーグルのフレーム正面内に配置された１又は複数のディスプレイと、
　テーマパークの乗物に関連する現実世界環境の画像をキャプチャするように構成された
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１又は複数のカメラと、
　処理回路と、を備え、
　前記処理回路は、
　前記現実世界環境の前記画像をコンピュータグラフィックス生成システムに送信して、
　前記コンピュータグラフィックス生成システムから信号を受信するように構成され、前
記信号は、前記現実世界環境の仮想化のビデオストリームを、該ビデオストリームに含ま
れる少なくとも１つの拡張現実（ＡＲ）画像又は少なくとも１つの仮想現実（ＶＲ）画像
と共に含み、
　前記処理回路は、前記１又は複数のディスプレイに前記ビデオストリームを表示させる
ように構成される、ウェアラブル電子デバイス。
【請求項１７】
　前記１又は複数のディスプレイは、第１のディスプレイ及び第２のディスプレイを含み
、前記第１のディスプレイは、ユーザの第１の目に対応するように構成され、前記第２の
ディスプレイは、該ユーザの第２の目に対応するように構成される、請求項１６に記載の
ウェアラブル電子デバイス。
【請求項１８】
　前記ゴーグルは、方向センサ、位置センサ、加速度計、磁力計、ジャイロスコープ、又
はこれらのいずれかの組合せを備える、請求項１６に記載のウェアラブル電子デバイス。
【請求項１９】
　前記処理回路は、前記現実世界環境の前記仮想化の前記ビデオストリーム及び前記少な
くとも１つのＡＲ画像又は前記少なくとも１つのＶＲ画像を生成するように構成された１
又は複数のプロセッサを含む、請求項１６に記載のウェアラブル電子デバイス。
【請求項２０】
　遊園地の乗物のサイクル中に電子ゴーグルからリアルタイムビデオデータストリームを
受信する段階を含む、コンピュータグラフィックス生成システムを介してリアルタイムデ
ータを受信する段階と、
　前記受信したリアルタイムビデオデータストリームに基づいて前記遊園地の現実世界環
境の仮想化を生成する段階と、
　拡張現実（ＡＲ）画像又は仮想現実（ＶＲ）画像を前記現実世界環境の前記仮想化の上
にオーバーレイ表示する段階と、
　前記遊園地の乗物の前記サイクル中に、前記オーバーレイ表示されたＡＲ画像又はＶＲ
画像を、前記現実世界環境の前記仮想化と共に前記電子ゴーグルに送信する段階と、を含
む方法。
【請求項２１】
　前記リアルタイムデータを受信する段階は、前記遊園地の乗物の乗客の位置、該乗物の
乗客の方向、該乗物の乗客の視点、又はこれらの組合せに関連するデータを受信する段階
を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記遊園地の乗物の乗客の位置、該乗物の乗客の方向、該乗物の乗客の視点、前記遊園
地の乗物移動体の場所、前記電子ゴーグルの方向、所定の期間、前記リアルタイムビデオ
データストリーム内の１又は複数の特徴の認識、又はこれらのいずれかの組合せに少なく
とも部分的に基づいて、前記オーバーレイ表示されたＡＲ画像又はＶＲ画像を前記現実世
界環境の前記仮想化と共に送信する段階を含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２３】
　電子ゴーグルの処理回路を介してリアルタイム画像データを受信する段階であって、テ
ーマパークの乗物のサイクル中に該電子ゴーグルの１又は複数のカメラを介してキャプチ
ャされたリアルタイムビデオデータストリームを受信する段階を含む、リアルタイム画像
データを受信する段階と、
　前記キャプチャされたリアルタイム画像データに基づいて前記テーマパークの乗物の現
実世界環境の仮想化を生成する段階と、
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　拡張現実（ＡＲ）画像又は仮想現実（ＶＲ）画像を前記現実世界環境の前記仮想化の上
にオーバーレイ表示する段階と、
　前記テーマパークの乗物の前記サイクル中に、前記現実世界環境の前記仮想化と共に前
記オーバーレイ表示されたＡＲ画像又はＶＲ画像を前記電子ゴーグルのディスプレイを介
して表示する段階と、を含む方法。
【請求項２４】
　前記電子ゴーグルの位置、前記電子ゴーグルの方向、前記テーマパークの乗物の乗客の
視点、前記テーマパークの乗物の乗客移動体の場所、所定の期間、前記リアルタイムビデ
オデータストリーム内の１又は複数の特徴の認識、ユーザが構成可能な設定、又はこれら
のいずれかの組合せに少なくとも部分的に基づいて、前記現実世界環境の前記仮想化と共
に前記オーバーレイ表示されたＡＲ画像又はＶＲ画像を表示する段階を含む、請求項２３
に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書で開示する主題は、遊園地のアトラクションに関し、より具体的には、遊園地
のアトラクションにおいてスリル要因及び関心のある要素の強化をもたらすことに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　遊園地及び／又はテーマパークは、遊園地の来場者（例えば、家族及び／又はあらゆる
年齢の人々）に楽しみを与えるのに役立つ様々な娯楽アトラクション、レストラン、及び
乗物を含むことができる。例えば、アトラクションは、メリーゴーランドのような従来か
らある子ども向けの乗物、並びにジェットコースターのような従来からあるスリルを求め
る人向けの乗物を含むことができる。現在のところ、このようなアトラクションに関心の
ある要素及びスリル要因を加えることは、困難であり限定的でありうると認識されている
。従来は、例えば、急勾配でねじれて曲がりくねったジェットコースターのトラックのま
すます複雑なシステムを提供する他に、このようなジェットコースター及び／又は他の類
似の絶叫マシンのスリル要因は、絶叫マシン自体の既存のコース又は物理的性質に限定さ
れうる。従来技術に対して柔軟で効率的な方法で、このようなアトラクションに関心のあ
る要素及びスリル要因を含めることが望ましいことが現在、認識されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本開示の範囲に相応する特定の実施形態を以下で要約する。これらの実施形態は、本開
示の範囲を限定するものではなく、むしろ、これらの実施形態は、本実施形態の可能な形
態の概要を提供することのみを意図している。実際のところ、本実施形態は、以下に記載
する実施形態に類似することも又は異なることもできる様々な形態を包含することができ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　一実施形態において、乗物システムは、少なくとも１つの乗物移動体(ride vehicle)を
含む。少なくとも１つの乗物移動体は、乗物の乗客を受け入れるように構成される。乗物
システムは、乗物の乗客によって装着されるように構成された電子ゴーグルを含む。電子
ゴーグルは、カメラ及びディスプレイを含む。乗物システムは、電子ゴーグルに通信可能
に接続されたコンピュータグラフィックス生成システムを含み、これは、電子ゴーグルの
カメラを介してキャプチャされた画像データに基づいて現実世界環境のストリーミングメ
ディアを生成して、現実世界環境のストリーミングメディア上に重ね合わされる１又は２
以上の仮想拡張(virtual augmentation)を生成して、電子ゴーグルのディスプレイ上に表
示するために、現実世界環境のストリーミングメディアを１又は２以上の重ね合わされる
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仮想拡張と共に送信するように構成される。
【０００５】
　第２の実施形態では、ウェアラブル電子デバイスがゴーグルを含む。ゴーグルは、ゴー
グルのフレーム正面内に配置された１又は２以上のディスプレイと、テーマパークの乗物
に関連する現実世界環境の画像をキャプチャするように構成された１又は２以上のカメラ
と、処理回路(processing circuitry)とを含む。処理回路は、現実世界環境の画像をコン
ピュータグラフィックス生成システムに送信して、コンピュータグラフィックス生成シス
テムから信号を受信するように構成される。信号は、現実世界環境の仮想化のビデオスト
リームと共に、ビデオストリームに含まれた少なくとも１つの拡張現実（ＡＲ）画像又は
少なくとも１つの仮想現実（ＶＲ）画像を含む。処理回路はまた、１又は２以上のディス
プレイにビデオストリームを表示させるように構成される。
【０００６】
　第３の実施形態において、方法は、コンピュータグラフィックス生成システムを介して
リアルタイムデータを受信する段階を含む。リアルタイムデータを受信する段階は、遊園
地の乗物のサイクル中に電子ゴーグルからリアルタイムビデオデータストリームを受信す
る段階を含む。方法はまた、受信したリアルタイムビデオデータストリームに基づいて遊
園地の現実世界環境の仮想化を生成する段階と、拡張現実（ＡＲ）画像又は仮想現実（Ｖ
Ｒ）画像を現実世界環境の仮想化の上にオーバーレイ表示する段階と、遊園地の乗物のサ
イクル中に、オーバーレイ表示されたＡＲ画像又はＶＲ画像を現実世界環境の仮想化と共
に電子ゴーグルに送信する段階とを含む。
【０００７】
　第４の実施形態において、方法は、電子ゴーグルの処理回路を介してリアルタイム画像
データを受信する段階を含む。リアルタイム画像データを受信する段階は、テーマパーク
の乗物のサイクル中に電子ゴーグルの１又は２以上のカメラを介してキャプチャされたリ
アルタイムビデオデータストリームを受信する段階を含む。方法はまた、キャプチャされ
たリアルタイム画像データに基づいてテーマパークの乗物の現実世界環境の仮想化を生成
する段階と、拡張現実（ＡＲ）画像又は（ＶＲ）画像を現実世界環境の仮想化の上にオー
バーレイ表示する段階と、テーマパークの乗物のサイクル中に、オーバーレイ表示された
ＡＲ画像又はＶＲ画像を現実世界環境の仮想化と共に電子ゴーグルのディスプレイを介し
て表示する段階とを含む。
【０００８】
　本開示のこれら並びに他の特徴、態様、及び利点は、図面全体にわたって同様の符号が
同様の部分を表す添付図面を参照しながら以下の詳細説明を読むことでより良く理解され
ることになるであろう。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本実施形態による１又は２以上のアトラクションを含む遊園地の実施形態を示す
図である。
【図２】本実施形態による拡張現実（ＡＲ）又は仮想現実（ＶＲ）ゴーグル及びコンピュ
ータグラフィックス生成システムの実施形態を示す図である。
【図３】本実施形態による、図２のＡＲ／ＶＲゴーグルを通じて提供される様々なＡＲ及
びＶＲ画像を含む図１の絶叫マシンの斜視図である。
【図４】本実施形態による、図２のコンピュータグラフィックス生成システムを用いるこ
とによって、乗車中にＡＲ体験、ＶＲ体験、又は複合現実体験を生み出すのに有用な処理
の実施形態を示すフローチャートである。
【図５】本実施形態による、図２のＡＲ／ＶＲゴーグルを用いることによって、乗車中に
ＡＲ体験、ＶＲ体験、又は複合現実体験を生み出すのに有用な処理の実施形態を示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
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　本開示の１又は２以上の特定の実施形態について以下で説明する。これらの実施形態の
簡潔な説明を与えるために、本明細書では実際の実施構成の全ての特徴を説明するわけで
はない。このようないずれかの実際の実施構成の開発においては、あらゆるエンジニアリ
ング又は設計プロジェクトの場合のように、システム関連及び業務関連の制約の遵守等の
開発者の特定の目標を達成するために、多くの実施構成特有の決定を行う必要があること
を理解されたい。更に、このような開発努力は、複雑で時間がかかることがあるが、それ
にも関わらず、本開示の利益を得る当業者にとっては、設計、製作、及び製造の日常的な
仕事であることは理解されたい。
【００１１】
　本実施形態は、遊園地又はテーマパーク内の絶叫マシンのようなアトラクションの一部
分として、拡張現実（ＡＲ）体験、仮想現実（ＶＲ）体験、複合現実（例えば、ＡＲ及び
ＶＲの組合せ）体験、又はこれらの組合せを提供するシステム及び方法に関する。特定の
実施形態において、各乗物の乗客には、絶叫マシンのサイクル中に装着する１組の電子ゴ
ーグル又はメガネを提供することができる。電子ゴーグルは、ＡＲ体験、ＶＲ体験、又は
両方の体験の組合せを促進することができる。したがって、電子ゴーグルは、ＡＲ／ＶＲ
ゴーグルと呼ぶことができる。具体的には、一実施形態において、電子ゴーグルは、少な
くとも２つのカメラを含み、それぞれが乗物の乗客のそれぞれの視点（例えば右目及び左
目の視界）に対応することができ、乗物の乗客及び／又は絶叫マシンの現実世界環境（例
えば、物理的な遊園地の光景）のリアルタイムビデオデータ（例えば、使用中にキャプチ
ャされて実質的にリアルタイムで送信されるビデオ）をキャプチャするために使用するこ
とができる。電子ゴーグルはまた、ディスプレイを含むこともできる。例えば、電子ゴー
グルは、電子ゴーグルを使用する乗物の乗客の各々の目にそれぞれ対応する少なくとも２
つのディスプレイを含むことができる。
【００１２】
　特定の実施形態において、コンピュータグラフィックス生成システムを備えることもで
きる。コンピュータグラフィックス生成システムは、電子ゴーグルからリアルタイムビデ
オデータ（例えば、実質的にリアルタイムで送信されるライブビデオ）を受信して、乗物
のサイクル中に、現実世界環境のビデオストリームを様々なＡＲ、ＶＲ、又はＡＲ及びＶ
Ｒの組合せの（ＡＲ／ＶＲ）グラフィカル画像と共に、乗物の乗客のそれぞれの電子ゴー
グルのそれぞれのディスプレイに対してレンダリングすることができる。例えば、一実施
形態において、コンピュータグラフィックス生成システムは、例えば、絶叫マシンのサイ
クル中のジェットコースターのトラックに沿った乗客の乗物移動体の位置又は場所、絶叫
マシンのサイクル中に乗客の乗物移動体が移動した所定の距離に基づいて、又は絶叫マシ
ンのサイクル内で所定の時間の経過後に、ＡＲ／ＶＲグラフィカル画像を電子ゴーグルに
レンダリングすることができる。このようにして、電子ゴーグル及びグラフィックス生成
システムを用いて、ＡＲ体験、ＶＲ体験、又は複合現実体験を生み出すことによって、電
子ゴーグル及びコンピュータグラフィックス生成システムは、絶叫マシンのスリル要因を
強化し、結果的に乗物の乗客が絶叫マシンに乗車するときの乗客の体験を高めることがで
きる。しかしながら、本明細書で説明する技術は、絶叫マシン及び／又は遊園地のアトラ
クションへの応用に限定されず、例えば、医学的応用（例えば、イメージガイド手術、非
侵襲的イメージング分析）、エンジニアリング設計応用（例えば、エンジニアリングモデ
ル開発）、製造、建設、及びメンテナンスへの応用（例えば、製品製造、新しいビルの建
設、自動車修理）、学業及び／又は職業訓練への応用、運動への応用（例えば、ボディビ
ル及び減量モデル）、テレビ（ＴＶ）応用（例えば、天気及びニュース）、及び同様のも
ののような様々な応用のいずれかに拡張可能であることも理解されたい。
【００１３】
　上記に留意して、図１に示すような例示的な遊園地１０等の遊園地の実施形態について
説明することは有用とすることができる。図示するように、遊園地１０は、絶叫マシン１
２と、遊園地施設のショッピングモール１４（例えば、レストラン、土産物店等）と、付
加的な娯楽アトラクション１６（例えば、観覧車、ダークライド、又は他のアトラクショ
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ン）とを含むことができる。特定の実施形態において、絶叫マシン１２は、ジェットコー
スター又は他の類似の絶叫マシンを含むことができ、したがって、閉ループのトラック又
は閉ループトラックシステム１８（例えば、数マイルのトラック１８）を更に含むことが
できる。トラック１８は、例えば乗物の乗客２２、２４、２６、２８が絶叫マシン１２に
乗車するときに、乗客の乗物移動体２０がその上を移動することができるインフラストラ
クチャとして設けることができる。したがって、トラック１８は、乗物移動体２０の動き
を定めることができる。しかしながら、別の実施形態では、例えばトラック１８を、制御
された経路に置き換えることができ、この場合、乗物移動体２０の動きは、トラック１８
以外の電子システム、磁気システム、又は他の類似のシステムインフラストラクチャを介
して制御することができる。乗客の乗物移動体２０は、４人乗りの移動体として示されて
いるが、別の実施形態では、乗客の乗物移動体２０は、乗物の乗客２２、２４、２６、２
８の単一又は複数のグループを受け入れるためにあらゆる数の乗客スペース（例えば、１
、２、４、８、１０、２０、又はそれ以上のスペース）を含むことができることを理解さ
れたい。
【００１４】
　乗客の乗物移動体２０がトラック１８を移動する際に、乗物の乗客２２、２４、２６、
２８には、絶叫マシン１２の周囲又はその近くのエリアの風景（例えば、施設１４、付加
的な娯楽アトラクション１６、その他）の移動ツアーを提示することができる。例えば、
これは、絶叫マシン１２の周囲の環境（例えば、絶叫マシン１２を完全に又は部分的に囲
むビル）を含むことができる。乗物の乗客２２、２４、２６、２８は、絶叫マシン１２が
とても楽しい体験であると発見することができるが、特定の実施形態では、例えば、絶叫
マシン１２のスリル要因を強化することによって、乗物の乗客２２、２４、２６、２８が
絶叫マシン１２に乗車するときの乗物の乗客２２、２４、２６、２８の体験を高めること
は有用であろう。具体的には、遊園地１０内部の施設１４（例えば、レストラン、土産物
店等）、付加的な娯楽アトラクション１６（例えば、観覧車又は他のアトラクション）、
或いは他の来場者又は歩行者だけの物理的風景を取得する代わりに、乗物移動体２０がト
ラック１８を移動する際に、乗物の乗客２２、２４、２６、２８に拡張現実（ＡＲ）体験
又は仮想現実（ＶＲ）体験を与えることは有用であろう。
【００１５】
　例えば、ここで図２を参照すると、乗物の乗客２２、２４、２６、２８の各々は、１組
の電子ゴーグル３４を装着することができ、特定の実施形態では、これはＡＲ／ＶＲメガ
ネを含むことができる。別の実施形態では、電子ゴーグル３４は、ヘルメット、サンバイ
ザー、ヘッドバンド、１組の目隠し、１又は２以上の眼帯、及び／又は乗物の乗客２２、
２４、２６、２８によって装着可能な他のヘッドウェア又はメガネ類の一部として含むこ
とができる。図示するように、電子ゴーグル３４は、無線ネットワーク４８（例えば、無
線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）、無線広域ネットワーク（ＷＷＡＮ）、近距
離通信（ＮＦＣ））を経由して（例えば、遊園地１０内の）コンピュータグラフィックス
生成システム３２に通信可能に接続することができる。電子ゴーグル３４を用いて、超現
実環境３０を生じることができ、これは、ＡＲ体験、ＶＲ体験、複合現実（例えば、ＡＲ
及びＶＲの組合せ）体験、コンピュータ利用の現実体験、これらの組合せ、又は乗物の乗
客２２、２４、２６、２８が絶叫マシン１２に乗車する際の、乗物の乗客２２、２４、２
６、２８のための他の類似の超現実環境を含むことができる。具体的には、乗物の乗客２
２、２４、２６、２８が環境３０によって完全に取り囲まれたように感じて、環境３０を
現実世界の物理的環境であると認識できるように、乗物の乗客２２、２４、２６、２８は
、乗車の期間中にわたって電子ゴーグル３４を装着することができる。具体的には、更に
理解されるように、環境３０は、乗物の乗客２２、２４、２６、２８が電子ゴーグル３４
を装着していなくても見ることができる現実世界画像４４と、１又は２以上のＡＲ又はＶ
Ｒ画像４５（例えば仮想拡張）とが電子的にマージされたリアルタイムビデオとすること
ができる。用語「リアルタイム」は、画像が、実際に観測される時間に実質的に近いタイ
ムフレームで取得及び／又は提供されることを指す。
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【００１６】
　特定の実施形態において、電子ゴーグル３４は、絶叫マシン１２のスリル要因を、ひい
ては、絶叫マシン１２に乗車中の乗物の乗客２２、２４、２６、２８の体験を強化するた
めに、ＡＲ体験、ＶＲ、及び／又は他のコンピュータ利用の体験を生み出すのに有用とす
ることができる様々なウェアラブル電子デバイスのいずれかとすることができる。本明細
書で議論するような電子ゴーグル３４のメガネの実施形態は、ヘッドマウントディスプレ
イ（ＨＭＤ）及び／又はヘッドアップディスプレイ（ＨＵＤ）等の従来型デバイスとは異
なっており、これらに優る多くの利点をもたらすことができる点は理解されたい。例えば
、更に理解されるように、電子ゴーグル３４は、絶叫マシン１２のサイクル中に乗物の乗
客２２、２４、２６、２８の位置、方向、及び動きを追跡するために使用可能な多くの方
向及び位置センサ（例えば、加速度計、磁力計、ジャイロスコープ、全地球測位システム
（ＧＰＳ）受信機）を含むことができる。
【００１７】
　同様に、電子ゴーグル３４の特徴部（例えば、幾何学的態様又はマーキング）が、モニ
タリングシステム（例えば１又は２以上のカメラ）によってモニタされて、電子ゴーグル
３４の位置、場所、方向等、したがって、これを装着した人の位置、場所、方向等を判断
することができる。更になお、乗物の乗客２２、２４、２６、２８も、モニタリングシス
テム３３（例えばカメラ）によってモニタすることができ、これは、コンピュータグラフ
ィックス生成システム３２に通信可能に接続され、乗物の乗客２２、２４、２６、２８の
位置、場所、方向等を識別するために用いることができる。また、乗物移動体２０は、グ
ラフィックス生成システム３２がそれぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、２８の視点を
判断するために、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、２８をモニタするのに役立つ
１又は２以上のセンサ（例えば、重量センサ、質量センサ、動きセンサ、超音波センサ）
を含むことができる。更に理解されるように、電子ゴーグル３４は、個別のカメラ（例え
ば、カメラ４０及び４２）並びに個別のディスプレイ（ディスプレイ３７及び３８）を含
むことができるので、乗物の乗客２２、２４、２６、２８の各々の目のそれぞれの視点に
関するデータを電子ゴーグル３４によってキャプチャすることができる。これらの利点の
全ては、従来のＨＭＤ及び／又はＨＵＤ等のデバイスを使用して得ることはできない。
【００１８】
　特定の実施形態において、環境３０の生成をサポートするために、電子ゴーグル３４は
、プロセッサ３５及びメモリ３６等の処理回路を含むことができる。プロセッサ３５は、
ここに開示する技術を実施するための命令を実行するためにメモリ３６に動作可能に接続
することができ、１又は２以上のＡＲ／ＶＲ画像４５とマージされた現実世界画像４４を
生成して、絶叫マシン１２のスリル要因を強化すること、ひいては、乗物の乗客２２、２
４、２６、２８が絶叫マシンに乗車中の乗客の体験を強化することができる。これらの命
令は、メモリ３６及び／又は他のストレージ等の有形の非一時的コンピュータ可読媒体内
に格納されたプログラム又はコードでエンコードすることができる。プロセッサ３５は、
汎用プロセッサ、システム・オンチップ（ＳｏＣ）デバイス、特定用途向け集積回路（Ａ
ＳＩＣ）、又は他の何らかの類似のプロセッサ構成とすることができる。
【００１９】
　特定の実施形態において、更に図示するように、電子ゴーグル３４は、（例えば、そう
でなければメガネのレンズが見える場所である、電子ゴーグル３４のフレーム正面内に設
けることができる）１組のディスプレイ３７及び３８を含むこともでき、これらがそれぞ
れ、乗物の乗客２２、２４、２６、２８の各々の目に対応する。別の実施形態では、統合
型ディスプレイを利用することができる。それぞれのディスプレイ３７及び３８が、不透
明な液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）、不透明な有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）ディスプレ
イ、又はリアルタイム画像４４及びＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５を乗物の乗客２２、
２４、２６、２８に表示するのに有用な他の類似のディスプレイを各々含むことができる
。別の実施形態では、それぞれのディスプレイ３７及び３８が各々、例えば、乗物の乗客
２２、２４、２６、２８がそれぞれのディスプレイ３７及び３８を通じて実際の物理的な
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現実世界環境（例えば遊園地１０）を見る能力を維持しながら、それぞれのディスプレイ
３７及び３８上に現れる現実世界画像４４及びＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５を見るこ
とを可能にするのに役立つシースルーのＬＣＤ又はシースルーのＯＬＥＤディスプレイを
含むことができる。
【００２０】
　カメラ４０及び４２はそれぞれ、乗物の乗客２２、２４、２６、２８のそれぞれの視点
に対応することができ、現実世界環境のリアルタイムビデオデータ（例えばライブビデオ
）をキャプチャするために使用することができる。一部の実施形態では、単一のカメラを
利用することができる。具体的には、図示する実施形態において、ゴーグル３４のカメラ
４０、４２は、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、２８の視点からそれぞれの乗物
の乗客２２、２４、２６、２８によって知覚される現実世界の物理的環境（例えば、物理
的な遊園地１０）のリアルタイム画像をキャプチャするために使用することができる。更
に理解されるように、電子ゴーグル３４は次に、それぞれのカメラ４０及び４２を介して
キャプチャされたリアルタイムビデオデータを、処理のためにコンピュータグラフィック
ス生成システム３２に（例えば、電子ゴーグル３４内に含まれた１又は２以上の通信イン
タフェースを介して無線で）送信することができる。しかしながら、別の実施形態では、
それぞれのカメラ４０及び４２を介してキャプチャされるリアルタイムビデオデータは、
プロセッサ３５によって電子ゴーグル３４上で処理することができる。加えて、電子ゴー
グル３４は、方向及び位置センサ（例えば、加速度計、磁力計、ジャイロスコープ、全地
球測位システム（ＧＰＳ）受信機等）、動き追跡センサ（例えば、電磁及び固体の動き追
跡センサ）、及び電子ゴーグル３４に含めることができる他のもので取得したデータに基
づいて取得した及び／又は導き出した、方向データ、位置データ、視点データ（例えば、
焦点距離、方向、姿勢、及びその他）、動き追跡データなどを送信することもできる。
【００２１】
　特定の実施形態において、前述のように、同様にプロセッサ４６（例えば、汎用プロセ
ッサ又は他のプロセッサ）及びメモリ４７等の処理回路を含むことができるコンピュータ
グラフィックス生成システム３２は、電子ゴーグル３４又はモニタリングシステム３３か
ら受信したリアルタイムビデオデータ（例えばライブデータ）、方向及び位置データ、及
び／又は視点データを処理することができる。具体的には、コンピュータグラフィックス
生成システム３２は、リアルタイムビデオデータを生成された現実世界画像４４及びＡＲ
／ＶＲグラフィカル画像４５と位置合わせするための基準フレームを生成するために、こ
のデータを用いることができる。具体的には、方向データ、位置データ、視点データ、動
き追跡データ等に基づいて生成された基準フレームを用いて、グラフィックス生成システ
ム３２は、次に、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、２８が電子ゴーグル３４を装
着していない場合に知覚するものと時間的及び空間的に整合する現実世界画像４４の光景
をレンダリングすることができる。グラフィックス生成システム３２は、それぞれの乗物
の乗客２２、２４、２６、２８のそれぞれの方向、位置、及び／又は動きの変化を反映す
るために、現実世界画像のレンダリングを絶えず（例えばリアルタイムで）更新すること
ができる。
【００２２】
　例えば、特定の実施形態において、グラフィックス生成システム３２は、毎秒約２０フ
レーム（ＦＰＳ）以上、約３０ＦＰＳ以上、約４０ＦＰＳ以上、約５０ＦＰＳ以上、約６
０ＦＰＳ以上、約９０ＦＰＳ以上、又は約１２０ＦＰＳ以上のリアルタイムレートで画像
（例えば、現実世界画像４４及びＡＲ／ＶＲ画像４５）をレンダリングすることができる
。更に、グラフィックス生成システム３２は、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、
２８によって装着されたそれぞれの電子ゴーグル３４の各々のための（例えば、それぞれ
の乗物の乗客２２、２４、２６、及び２８のそれぞれの方向、位置、及び視点に関して調
整された）現実世界画像４４を生成することができる。
【００２３】
　特定の実施形態において、前述のように、コンピュータグラフィックス生成システム３
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２は、現実世界画像４４上に重ね合わされる１又は２以上のＡＲ／ＶＲグラフィカル画像
４５を生成してレンダリングし、乗物の乗客２２、２４、２６、２８のための完全なＡＲ
体験、ＶＲ体験、複合現実、及び／又は他のコンピュータ利用の体験を生み出すこともで
きる。例えば、特定の実施形態において、コンピュータグラフィックス生成システム３２
は、議論したビデオマージ及び／又は光学マージ技術の１又は２以上を利用して、ＡＲ／
ＶＲグラフィカル画像４５を現実世界画像４４上に重ね合わせて、乗客の乗物移動体２０
がトラック１８を移動する際に、乗物の乗客２２、２４、２６、２８が、遊園地１０の現
実世界の物理的環境（例えば、それぞれのディスプレイ３７及び３８を介してレンダリン
グされるビデオデータとして提供される）をＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５（例えば仮
想拡張）と共に知覚できるようにする。具体的には、現実世界画像４４のレンダリングに
関して上述したように、グラフィックス生成システム３２は、現実世界画像４４と時間的
及び空間的に整合するＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５の光景をレンダリングすることが
でき、ＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５がオーバーレイ表示された背景として現実世界画
像４４が現れるようにする。実際には、モデルは、あらゆる利用できる視点のためのコン
ピュータ生成画像を提供することができ、電子ゴーグル３４の検出された方向に基づいて
、表示するための特定の画像を電子ゴーグル３４に提供することができる。
【００２４】
　特定の実施形態において、グラフィックス生成システム３２は、１又は２以上の明るさ
、ライティング、又は陰影モデル、及び／又は他のフォトリアリスティック・レンダリン
グモデルを生成して、現実世界画像４４及びＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５をレンダリ
ングする際に現実世界の物理的環境（例えば、晴天の日、少し曇った日、曇った日、夕方
、夜）のコントラスト及び明るさを厳密に反映するように調整された現実世界画像４４及
びＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５を生成することもできる。例えば、現実世界画像４４
及びＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５のフォトリアリズムを高めるために、グラフィック
ス生成システム３２は、一部の実施形態において、１又は２以上の天気予報及び／又は予
測システム（例えば、全球予報システム（Ｇｌｏｂａｌ　Ｆｏｒｅｃａｓｔ　Ｓｙｓｔｅ
ｍ）、ドップラーレーダー等）から気象関連データを受信することができる。次にグラフ
ィックス生成システム３２は、気象関連データ又は他の類似のデータを用いて、現実世界
画像４４及び／又はＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５のコントラスト、明るさ、及び／又
は他のライティング効果を調整することができる。
【００２５】
　別の実施形態において、グラフィックス生成システム３２は、電子ゴーグル３４が備え
る１又は２以上の光センサから検出されたライティングに基づいて、又はカメラ４０、４
２によってキャプチャされたリアルタイムビデオデータに基づいて、現実世界画像４４及
び／又はＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５のコントラスト、明るさ、及び／又は他の照明
効果を調整することができる。更に、前述のように、グラフィックス生成システム３２は
、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、２８のそれぞれの方向、位置、視点、及び／
又は動きの変化を反映するために、ＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５のレンダリングを絶
えず（例えばリアルタイムで）更新することができる。例えば、図３に関して更に理解さ
れるように、グラフィックス生成システム３２は、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２
６、２８によって装着されたそれぞれのゴーグル３４の各々のそれぞれのディスプレイ３
７及び３８上に、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、及び２８の変化するそれぞれ
の位置、視点、及び動きに関して調整されたＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５をレンダリ
ングすることができる。
【００２６】
　更に理解されるように、グラフィックス生成システム３２は、乗客の乗物移動体２０が
トラック１８に沿って所定の地点を横切ると同時に、ＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５を
生成することもできる。したがって、特定の実施形態において、グラフィックス生成シス
テム３２は、ＧＰＳデータ又は地理情報システム（ＧＩＳ）データに加えて、受信した位
置データ、視点データ、動きデータを使用して、例えば、絶叫マシン１２及びトラック１
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８、並びに絶叫マシン１２のサイクル全体の間の絶叫マシン１２を取り囲む周辺環境のイ
ルミネーションマップを得ることができる。その後、グラフィックス生成システム３２は
、乗客の乗物移動体２４がトラック１８を移動する際に、特定の予め定められた地点（例
えば、場所、距離、又は時間に基づく地点）においてＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５を
導入するために、このマップを使用することができる。更に、特定の実施形態では、グラ
フィックス生成システム３２は、カメラ４０、４２によってキャプチャされたビデオ又は
画像データを使用して、乗物移動体２０の地点、及びいつＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４
５を導入するかを判断することができる。例えば、グラフィックス生成システム３２は、
１又は２以上の幾何学的認識アルゴリズム（例えば、外形又は物体認識）又は測光認識ア
ルゴリズム（例えば、顔認識又は特定の物体認識）を実行して、乗物移動体２０の位置又
は場所、並びに乗物の乗客２２、２４、２６、２８の視点位置を判断することができる。
【００２７】
　図３は、グラフィックス生成システム３２によって生成可能な、又は別の実施形態では
、ゴーグル３４によって生成可能なＡＲ／ＶＲ画像４５の様々な実施例を示す。具体的に
は、図３に図示するように、絶叫マシン１２のサイクル中に、グラフィックス生成システ
ム３２は、現実世界画像４４、並びに様々なＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５を、それぞ
れの乗客２２、２４、２６、２８のそれぞれの電子ゴーグル３４を通じて（例えば、それ
ぞれのディスプレイ３７及び３８を介して）レンダリングすることができる。例えば、図
示するように、現実世界画像４４は、例えば、トラック１８、施設１４、及び／又は乗物
の乗客２２、２４、２６、２８によって電子ゴーグル３４が装着されていない場合でも、
乗物の乗客２２、２４、２６、２８が絶叫マシン１２の乗車中に見ることができる、他の
乗客２２、２４、２６、２８を含む、他の来場者又は物体のレンダリングされた画像を含
むことができる。しかしながら、図２に関して前述したように、特定の実施形態では、様
々なＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５を乗物の乗客２２、２４、２６、２８のそれぞれの
電子ゴーグル３４のそれぞれのディスプレイ３７及び３８にレンダリングすることによっ
て、絶叫マシン１２のスリル要因を強化するのに役立つ場合がある。
【００２８】
　例えば、図３に更に示すように、グラフィックス生成システム３２は、例えば、遊園地
施設の第２のモール４９のＡＲ／ＶＲ画像、１又は２以上の架空のキャラクター５０のＡ
Ｒ／ＶＲ画像、トラック１８の裂け目５２のＡＲ／ＶＲ画像、及び／又は付加的なＡＲ／
ＶＲ画像５４、５６、及び５８を含むことができる（破線で図示された）ＡＲ／ＶＲグラ
フィカル画像４５をレンダリングすることができる。図３に図示するように、一実施形態
において、ＡＲ／ＶＲ画像５０は、乗客の乗物移動体２０がトラック１８を移動する際に
、トラック１８の一部分を遮るように（例えば、電子ゴーグル３４を装着中に乗物の乗客
２２、２４、２６、２８の視点から）現れるモンスター又は他の類似の架空のキャラクタ
ーの画像を含むことができる。付加された画像を含むＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５（
例えば仮想拡張）に加えて、グラフィックス生成システム３２は、乗物の乗客２２、２４
、２６、２８が電子ゴーグル３４を装着している間はもはや見えない１又は２以上の現実
世界の物理的物体の消去を含む特定のＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５をレンダリングす
ることもできる点を理解されたい。例えば、施設４９のＡＲ／ＶＲ画像は、現実世界環境
ではアトラクション１６が配置された場所に出現することができる。
【００２９】
　前述のように、特定の実施形態において、グラフィックス生成システム３２は、例えば
、絶叫マシン１２のサイクル中のいずれかの所与の時間におけるトラック１８に沿った乗
客の乗物移動体２０の位置又は場所、絶叫マシン１２のサイクル中に乗客の乗物移動体２
０が移動した所定の距離に基づいて、又は所定の時間の経過後に、ＡＲ／ＶＲグラフィカ
ル画像４５をレンダリングすることができる。例えば、一実施形態において、乗客の乗物
移動体が（例えば、一定の距離６２又はトラック１８上の場所によって定義された）地点
６０まで移動すると、乗物の乗客２２、２４、２６、２８は、電子ゴーグル３４によって
、絶叫マシン１２の所与のサイクル中に乗客の乗物移動体２０がまだ移動していないトラ
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ック１８上の場所を遮る架空のキャラクター５０のＡＲ／ＶＲ画像を見ることができる。
同様に、乗客の乗物移動体２０が（例えば、一定の距離６２又はトラック１８上の場所に
よって定義された）地点６２まで移動すると、乗物の乗客２２、２４、２６、２８は、電
子ゴーグル３４によって、トラック１８が支持されていない場所に乗客の乗物移動体２０
が遭遇するような（例えば、壊れたトラックが出現する）、トラック１８の裂け目５２の
ＡＲ／ＶＲ画像を見ることができる。
【００３０】
　更に、特定の実施形態において、グラフィックス生成システム３２によって生成される
イルミネーションマップにより、グラフィックス生成システム３２は、トラック１８のあ
らゆるマイル、トラック１８のあらゆるヤード、トラック１８のあらゆるフィート、トラ
ック１８のあらゆるインチ、トラック１８のあらゆるセンチメートル、又はトラック１８
のあらゆるミリメートルで、１又は２以上の検出及び／又はトリガポイント（例えば、Ａ
Ｒ／ＶＲ画像４５を導入するためのトリガポイント）を含めることができる。このように
して、グラフィックス生成システム３２は、十分な精度及び能力で、絶叫マシン１２のサ
イクル中の位置又は場所、移動距離、及び／又は経過時間に基づいて、ＡＲ／ＶＲグラフ
ィカル画像４５のレンダリングをいつ開始すべきかを検出することができる。更に、付加
的なＡＲ／ＶＲ画像５４、５６は、ＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５のうちの１又は２以
上が、相互作用する（例えば、重複又は接触する）ように乗物の乗客２２、２４、２６、
２８に対して現れることを例示する。同様に、ＡＲ／ＶＲ画像５８は、乗物の乗客２２、
２４、２６、２８の視線又は視点の外側（例えば、見えない場所）に現れることができる
が、それにもかかわらず、乗物の乗客２２、２４、２６、２８のいずれもがＡＲ／ＶＲ画
像５８の方向を見ると知覚することができるＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５の実施例を
示している。乗物の乗客２２、２４、２６、２８のうちの１又は２以上が、部分的に又は
完全に異なる乗車体験を又は乗車テーマでさえも体験するように、乗物の乗客２２、２４
、２６、２８のそれぞれに完全に異なる画像を提示できることに留意されたい。
【００３１】
　特定の実施形態において、図２に関して上述したように、グラフィックス生成システム
３２は、それぞれの乗物の乗客２２、２４、２６、及び２８の各々が装着した電子ゴーグ
ル３４のそれぞれのディスプレイ３７及び３８の各々に、現実世界画像４４及びＡＲ／Ｖ
Ｒ画像４５をレンダリングすることができるので、乗物の乗客２２、２４、２６、２８は
各々、それぞれの視野と時間的及び空間的に整合する現実世界画像４４（例えば、施設１
４、絶叫マシン１２等）及びＡＲ／ＶＲ画像４５（例えば、ＡＲ／ＶＲ画像又は仮想拡張
４９、５０、５２、５４、５６、及び５８）を知覚することができ、これにより、乗客の
乗物移動体２０がトラック１８を移動する際に、フォトリアリスティック効果を生み出す
ことができる。更に、別の実施形態において、ＡＲ／ＶＲ画像４５（例えば、ＡＲ／ＶＲ
画像又は仮想拡張４９、５０、５２、５４、５６、及び５８）に加えて、グラフィックス
生成システム３２は、電子ゴーグル３４上でのＡＲ／ＶＲ画像４５の出現と同時に発生す
ることができる１又は２以上の音響効果、触覚フィードバック効果、嗅覚効果等もトリガ
することができる。一部の実施形態において、グラフィックス生成システム３２は、電子
ゴーグル３４と一体化される。
【００３２】
　このようにして、ＡＲ体験、ＶＲ体験、及び／又は他のコンピュータ利用の現実体験を
生み出すために電子ゴーグル３４及びグラフィックス生成システム３２を備えることによ
って、電子ゴーグル３４及びグラフィックス生成システム３２は、絶叫マシン１２のスリ
ル要因を、ひいては、乗物の乗客２２、２４、２６、２８が絶叫マシン１２に乗車中の体
験を強化することができる。更に、従来のヘッドマウントディスプレイ（ＨＭＤ）のよう
なより大きくてより煩わしいデバイスとは対照的な、ＡＲ／ＶＲメガネ等の電子ゴーグル
３４を備えることによって、乗物の乗客２２、２４、２６、２８は、より大きな運動自由
度、並びにより多くのフォトリアリスティック体験を得ることができる。例えば、乗物の
乗客２２、２４、２６、２８の各々は、電子ゴーグル３４を装着している場合であっても



(14) JP 2017-532825 A 2017.11.2

10

20

30

40

50

、乗物の他の乗客２２、２４、２６、２８の各々、並びに乗客の乗物移動体２０自体を見
ることができる。更に、電子ゴーグル３４は、個別のカメラ４０、４２及び個別のディス
プレイ３７、３８を含むことができるので、乗物の乗客２２、２４、２６、２８の各々の
目のそれぞれの視点に関するデータを、電子ゴーグル３４によってキャプチャすることが
できる。したがって、グラフィックス生成システム３２は、乗物の乗客２２、２４、２６
、２８のそれぞれの視点と一致する現実世界画像４４及びＡＲ／ＶＲ画像４５を電子ゴー
グル３４のディスプレイ３７、３８上にレンダリングすることができる。このような利点
は、従来のＨＭＤ等のデバイスを使用して得ることはできない。
【００３３】
　ここで図４を参照すると、例えば、図２に示したコンピュータグラフィックス生成シス
テム３２を用いて、絶叫マシン乗車中にＡＲ体験、ＶＲ体験、及び／又は他のコンピュー
タ利用の体験を生み出すのに有用な処理６４の実施形態を示すフロー図が示されている。
処理６４は、非一時的コンピュータ可読媒体（例えばメモリ４７）内に格納され、且つ、
例えばコンピュータグラフィックス生成システム３２内に含まれるプロセッサ４６によっ
て実行される開始コード又は命令を表すことができる。処理６４は、プロセッサ４６を用
いて、リアルタイムでキャプチャされた画像データを受信して（ブロック６６）分析する
段階から開始することができる。例えば、プロセッサ４６は、電子ゴーグル３４のカメラ
４０、４２によってキャプチャされたリアルタイムビデオデータ（例えばライブビデオ）
を受信することができる。次に、処理６４は、プロセッサ４６がリアルタイムキャプチャ
画像データに基づいて、現実世界環境の視覚化を生成する段階（ブロック６８）に進むこ
とができる。例えば、プロセッサ４６は、電子ゴーグル３４のディスプレイ３７、３８上
に表示される、現実世界環境（例えば遊園地１０）のビデオデータストリームを生成する
ことができる。
【００３４】
　次に、処理６４は、プロセッサ４６が１又は２以上の拡張又は仮想現実画像を、現実世
界環境の生成された視覚化の上にオーバーレイ表示（ブロック７０）又は重ね合わせる段
階に進むことができる。例えば、プロセッサ４６は、現実世界画像４４（例えば、施設１
４、絶叫マシン１２）のビデオデータストリームを生成して、１又は２以上のビデオマー
ジ及び／又は光学マージ技術を用いて、現実世界画像４４の上にＡＲ／ＶＲ画像４５（例
えば、ＡＲ／ＶＲ画像又は仮想拡張４９、５０、５２、５４、５６、及び５８）をオーバ
ーレイ表示又は重ね合わせることができる。上述のように、特定の実施形態において、例
えば、グラフィックス生成システム３２のプロセッサ４６は、絶叫マシン１２のサイクル
中のいずれかの所与の時間におけるトラック１８に沿った乗客の乗物移動体２０の位置又
は場所、絶叫マシン１２のサイクル中に乗客の乗物移動体２０が移動した所定の距離に基
づいて、又は所定の時間の経過後に、ＡＲ／ＶＲグラフィカル画像４５をレンダリングす
ることができる。別の実施形態において、グラフィックス生成システム３２は、カメラ４
０、４２によってキャプチャされたビデオ又は画像データに対して１又は２以上の幾何学
的又は測光認識アルゴリズムを実行して、乗物移動体２０の地点、及びいつＡＲ／ＶＲグ
ラフィカル画像４５を導入するかを判断することができる。次に、処理６４は、プロセッ
サ４６を用いて、電子ゴーグル３４のディスプレイ３７、３８上に表示されることになる
、現実世界環境データ（例えば現実世界画像４４）に加えてオーバーレイ表示された拡張
又は仮想現実画像データ（例えばＡＲ／ＶＲ画像４５）を送信する（ブロック７２）段階
で完了し、絶叫マシン１２のスリル要因を、ひいては、絶叫マシン１２に乗車中の乗物の
乗客２２、２４、２６、２８の体験を強化することができる。
【００３５】
　同様に、図５は、例えば、図２に示した電子ゴーグル３４を用いて、絶叫マシン乗車中
にＡＲ体験、ＶＲ体験、及び／又は他のコンピュータ利用の体験を生み出すのに有用な処
理７４の実施形態のフロー図を示す。処理７４は、非一時的コンピュータ可読媒体（例え
ばメモリ３６）内に格納され、且つ、例えば電子ゴーグル３４内に含まれるプロセッサ３
５によって実行されるコード又は命令を含むことができる。処理７４は、プロセッサ３５
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を用いて、リアルタイムでキャプチャされた画像データを受信して（ブロック７６）分析
する段階から開始することができる。例えば、プロセッサ３５は、電子ゴーグル３４のカ
メラ４０、４２によってキャプチャされたリアルタイムビデオデータ（例えばライブビデ
オ）を受信することができる。次に、処理７４は、プロセッサ３５を用いて、リアルタイ
ムキャプチャ画像データに基づいて、現実世界環境の視覚化を生成する段階（ブロック７
８）に進むことができる。例えば、プロセッサ３５は、ＡＲ／ＶＲゴーグル３４のディス
プレイ３７及び３８上に表示するために、現実世界環境（例えば遊園地１０）のビデオデ
ータストリームを生成することができる。
【００３６】
　次に、処理７４は、プロセッサ３５が１又は２以上の拡張又は仮想現実画像を、現実世
界環境の生成された視覚化の上にオーバーレイ表示（ブロック８０）又は重ね合わされる
段階に進むことができる。例えば、プロセッサ３５は、現実世界画像４４（例えば、施設
１４、絶叫マシン１２等）のビデオデータストリームを生成して、１又は２以上のビデオ
マージ及び／又は光学マージ技術を用いて、現実世界画像４４の上にＡＲ／ＶＲ画像４５
（例えば、ＡＲ／ＶＲ画像又は仮想拡張４９、５０、５２、５４、５６、及び５８）をオ
ーバーレイ表示又は重ね合わせることができる。例えば、電子ゴーグル３４のプロセッサ
３５は、乗物の乗客２２、２４、２６、２８の位置及び方向、乗客の乗物移動体２０の位
置及び場所、所定の時間の経過、カメラ４０、４２によってキャプチャされたビデオ及び
画像データ内の特定の特徴の幾何学的又は測光認識に基づいて、或いは、例えば絶叫マシ
ン１２のサイクル前又はその間に乗物の乗客２２、２４、２６、２８によって適用される
１又は２以上のユーザ選択可能な設定に基づいて、ＡＲ／ＶＲ画像４５（例えば、ＡＲ／
ＶＲ画像又は仮想拡張４９、５０、５２、５４、５６、及び５８）をレンダリングするこ
とができる。次に、処理７４は、プロセッサ３５がそれぞれのディスプレイ３７及び３８
に、現実世界環境データ（例えば現実世界画像４４）と共にオーバーレイ表示された拡張
又は仮想現実画像データ（例えばＡＲ／ＶＲ画像４５）を電子ゴーグル３４のディスプレ
イ３７及び３８上に表示させる（ブロック８２）段階で完了し、絶叫マシン１２のスリル
要因を強化して、乗物の乗客２２、２４、２６、２８の体験を高めることができる。
【００３７】
　本実施形態の技術的効果は、拡張現実（ＡＲ）体験、仮想現実（ＶＲ）体験、複合現実
（例えばＡＲ及びＶＲの組合せ）体験、又はこれらの組合せを、遊園地又はテーマパーク
内の絶叫マシンの一部として提供するシステム及び方法に関する。特定の実施形態におい
て、各乗物の乗客には、絶叫マシンのサイクル中に装着するための１組の電子ゴーグル（
例えばＡＲ／ＶＲメガネ）を提供することができる。具体的には、電子ゴーグルは、少な
くとも２つのカメラを含むことができ、これらはそれぞれ、乗物の乗客のそれぞれの視点
に対応することができ、乗物の乗客及び／又は絶叫マシンの現実世界環境（例えば物理的
な遊園地）のリアルタイムビデオデータ（例えばライブビデオ）をキャプチャするために
使用することができる。また、電子ゴーグルは、乗物の乗客の各々の目にそれぞれ対応す
る少なくとも２つのディスプレイも含むことができる。特定の実施形態において、コンピ
ュータグラフィックス生成システムを備えることもできる。コンピュータグラフィックス
生成システムは、絶叫マシンのサイクル中に、現実世界環境のビデオストリームを様々な
ＡＲ／ＶＲグラフィカル画像と共に、乗物の乗客のそれぞれの電子ゴーグルのそれぞれの
ディスプレイにレンダリングすることができる。例えば、一実施形態において、グラフィ
ックス生成システム３２は、絶叫マシンのサイクル中のいずれかの所与の時間におけるト
ラックに沿った乗客の乗物移動体の位置又は場所、絶叫マシンのサイクル中に乗客の乗物
移動体が移動した所定の距離に基づいて、又は所定の時間の経過後に、ＡＲ／ＶＲグラフ
ィカル画像を電子ゴーグルにレンダリングすることができる。このようにして、電子ゴー
グル及びグラフィックス生成システムを用いて、ＡＲ体験、ＶＲ体験、及び／又は複合現
実体験を生み出すことによって、電子ゴーグル及びグラフィックス生成システムは、絶叫
マシンのスリル要因を強化し、ひいては、乗物の乗客が絶叫マシンに乗車するときの体験
を高めることができる。
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【００３８】
　本明細書では本実施形態の特定の特徴のみを示して説明してきたが、当業者であれば、
多くの修正及び変更に想到するであろう。したがって、添付の請求項は、全てのこのよう
な修正及び変更が本開示の真の精神に含まれるものとして、これらを網羅するものである
ことは理解されたい。更に、開示する実施形態の特定の要素を相互に組合せて又は置き換
えることができる点は理解されたい。

【図１】 【図２】



(17) JP 2017-532825 A 2017.11.2
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【図５】
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